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バリアフリー法の改正について 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）の一部を改正する法律が、令和３年４月 1日（一部の規定は令和２年６

月 19日施行）に施行されます。改正後のバリアフリー法の概要は、以下のとおりです。 

出典：国交省資料 

資料１ 

マスタープランに 

「心のバリアフリー」

に関する事項を記載

します。 

また、今後策定予定

の地区別の基本構想

の検討において「教育

啓発特定事業」の位置

付等を関係部署等と

調整していきます。 
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令和２年６月 19日施行分の詳細 

出典：国交省資料 
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令和３年４月１日施行分の詳細（1/2） 

出典：国交省資料 
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令和３年４月１日施行分の詳細（2/2） 

出典：国交省資料 


